
目
　
　
　
次 

則 

規 

示 

告 

規

則

○
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
総
務
給
与
課
）

一

告

示

○
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
て
行
う

手
続
等
に
関
す
る
告
示

（
電
子
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
）

一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
南
部
振
興
）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
南
西
部
振
興
）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（

〃

）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告
（
川
越
比
企
振
興
）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（

〃

）

三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
利
根
振
興
）

三

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除

（
森
づ
く
り
課
）

三

○
上
用
水
堰
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

認
可

（
農
村
整
備
課
）

三

○
秩
父
都
市
計
画
墓
園
の
変
更
の
案
の

縦
覧

（
公

園

課
）

四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

四

○

〃

（
飯
能
県
土
）

四

○

〃

（
東
松
山
県
土
）

四

○

〃

（

〃

）

四

○

〃

（

〃

）

四

○

〃

（

〃

）

五

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

五

○

〃

（

〃

）

五

○

〃

（

〃

）

五

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

五

○
個
人
演
説
会
等
施
設
の
名
称
及
び
管

理
者
の
変
更

（
選

管

委
）

六

埼玉県発行

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
八
三

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

警
察
署
長
（
新
座
、
秩
父
、
加
須
）
の
職
に
あ
る
も
の
の
管
理
職
手
当
の
区
分
に
つ
い

て
は
、
こ
の
表
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
三
種
の
区
分
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
三
号

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

当
該
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
又
は
条
例
等
の
名
称
及
び
条
項
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

条

項

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校

規
則
（
昭
和
六
十
一
年
規
則

第
七
号
）

第
六
条

－１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
あ

ゆ
み

三

代
表
者
の
氏
名

近
江

正
弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
口
市
北
原
台
三
丁
目
三
番
一
〇

号
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
、
家
族
、
ス
タ
ッ

フ
、
ま
た
そ
れ
ら
を
支
え
る
地
域
の
人
々
の

声
を
活
か
し
、
障
害
を
持
つ
人
が
、
住
み
慣

れ
た
地
域
の
中
で
、
安
心
し
て
豊
に
暮
ら
し

て
い
く
た
め
の
幅
広
い
支
援
事
業
を
行
い
、

も
っ
て
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域

振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
和
会

三

代
表
者
の
氏
名

山
�

貞
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
五
丁
目
一
番
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
法
人
は
、
高
齢
者
等
に
対
し
、
各
自
各

様
の
課
題
を
整
理
し
自
立
生
活
の
あ
り
方
な

ど
を
検
討
し
、
地
域
の
特
質
を
調
査
し
て
地

域
に
存
在
す
る
資
源
と
善
意
を
結
集
し
て
、

何
時
ま
で
も
安
心
し
て
快
適
に
住
み
続
け
ら

れ
る
環
境
の
整
備
を
行
い
、
も
っ
て
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
富
士
見
市
民
大
学

三

代
表
者
の
氏
名

小
山

健
次
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
富
士
見
市
上
沢
一
丁
目
四
番
十
八

号
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
富
士
見
市
民
が
現
代
社
会

に
対
応
で
き
る
社
会
学
習
と
市
民
参
加
の
ま

ち
づ
く
り
協
働
活
動
の
事
業
を
行
い
、
豊
か

な
地
域
社
会
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川

－２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ポ
ー
ト
あ
お
い

三

代
表
者
の
氏
名

樽
角

才
次

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
越
市
仙
波
町
二
丁
目
十
六
番
地

五
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
充

実
と
社
会
参
加
の
促
進
を
図
り
、
併
せ
て
自

立
の
向
上
が
目
指
せ
る
生
活
の
場
を
創
造

し
、
精
神
障
害
者
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比

企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
ａ
�
ｎ

三

代
表
者
の
氏
名

平
林

洋
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
富
士
見
二
―
十
二
―
十

五
く
ら
ぶ
メ
ゾ
ン
鶴
ヶ
島

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
自
分
と
仲
間
、
地
域
の
人

達
に
対
し
、
相
互
扶
助
を
行
い
、
豊
か
な
地

域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
彩
の

さ
と
Ｄ
�
Ｉ
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
行
田

結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

荒
木

幸
三

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
行
田
市
忍
二
丁
目
十
五
番
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
中
高
年
齢
者
の
参

画
に
よ
り
独
身
男
女
の
出
会
い
と
交
流
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
地
域
の
活
性
化
を
計
り
サ
ポ
ー

ト
す
る
側
に
励
み
と
、
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
る
側

に
は
喜
び
と
な
り
双
方
の
幸
福
を
築
く
拠
点

と
な
る
事
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十

九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す

る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
字
日
野
原

八
百
七
十
九
の
七
、
八
百
七
十
九
の
十
五
、

八
百
八
十
九
の
四
、
八
百
九
十
四
の
六
、
八

百
九
十
四
の
七
、
八
百
九
十
八
の
七

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
竹
本
字
上
宮
ノ
入
千

三
百
三
十
二
の
三
、
千
三
百
三
十
二
の
四
、

字
大
貫
千
三
百
三
十
三
の
二
、
千
三
百
三
十

三
の
五
、
千
三
百
三
十
九
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

耕
地
の
防
風

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十

年
九
月
十
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名

称

－３－
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上
用
水
堰
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

東
松
山
市

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

秩
父
都
市
計
画
墓
園

一
号

秩
父
聖
地
公
園

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

秩
父
市
大
宮
字
上
ノ
台
、
大
宮
字
東
平
、

大
宮
字
峯
沢
、
大
宮
字
中
峯
沢
、
大
宮
字
市

道
、
大
宮
字
上
後
矢
追
、
大
野
原
字
峯
沢
及

び
横
瀬
町
大
字
横
瀬
字
十
五
番
地
内

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
課
、
秩
父
市
地

域
整
備
部
公
園
課
及
び
横
瀬
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二

十
年
十
月
十
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
六
日

指
令
東
整
第
二
〇
〇
〇
二
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
第
三
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
西
裏
四
六
八

―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
四
六
八
―
三
六

木
村

孝
之

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

三
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
五
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

飯
整
第
二
〇
〇
〇
一
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
若
山
一
丁
目
一
番
三
の

一
部
、
六
の
一
部
、
七
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

川
越
市
脇
田
本
町
一
四
番
地
一
二

株
式
会
社
第
一
住
宅

代
表
取
締
役

河
野

経
夫

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

二
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
日

第
二
〇
〇
〇
〇
八
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

第
二
〇
〇
〇
五
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
小
川
町
大
字
靱
負
字
山
ノ
前
三
五

五
―
二
、
三
五
五
―
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
小
川
町
大
字
靱
負
三
五
五
―
二

吉
田

正
典

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
一
日

第
二
〇
〇
〇
二
五
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
九
日

第
二
〇
〇
〇
五
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
須
江
字
タ
イ
カ
ウ
三

二
〇
―
一
の
一
部
、
三
二
〇
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

川
越
市
伊
勢
原
町
五
―
五
―
三

グ
リ
ー

ン
コ
モ
ン
ズ
川
越
三
号
棟

三
〇
八
号
室

日
下

重
次

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

二
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

－４－
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一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
六
日

第
二
〇
〇
〇
五
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
九
日

第
二
〇
〇
〇
六
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
高
野
倉
字
母
貴
四
三

四
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
戸
市
大
字
石
井
二
一
四
六

イ
ー
グ
ル

工
業
新
町
社
宅
二
〇
三
号
室

佐
藤

貴
弘

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

二
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

第
一
九
〇
〇
九
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
九
日

第
二
〇
〇
〇
五
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
板
谷
一
二
七

―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
一
八
―
三

堀
口

�
一

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
十

五
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
七
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

杉
整
第
八
三
一
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
木
野
川
字
向
台
四

六
二
―
二
二
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
清
地
一
丁
目
二
番
五
号

県
営
杉
戸
清
地
団
地
一
―
二
〇
四
号

松
永

真
樹
人

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
十

六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
六
七
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

杉
整
第
八
三
二
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
木
野
川
字
向
台
四

六
二
―
八
三
、
―
八
四
、
―
八
五
、
―
八
六

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
宮
前
二
一
二
番
地

二
六木

村

英
史

木
村

千
津
子

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
十

七
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
二
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
三
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

杉
整
第
八
三
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
鷲
巣
字
寺
前
三
六

九
―
三
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
鷲
巣
三
七
〇
番
地

八
田
村

朋
仁

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
八
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

日
時

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

午
前
十
時

二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

イ

平
成
二
十
一
年
度
当
初
教
育
局
等
職
員

人
事
異
動
方
針
に
つ
い
て

ロ

そ
の
他

－５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
東
松
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
及
び
管

理
者
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

施
設
の
名
称

所

在

地

管

理

者

収
容
人
員

（
旧
）唐
子
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

東
松
山
市
下
唐
子
一
六
〇
四
番

地
四

東
松
山
市
長

二
五
〇
人

（
新
）唐
子
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー

（
旧
）東
松
山
市
農

村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

東
松
山
市
大
字
下
野
本
六
一
〇

番
地
一

東
松
山
市
長

二
五
〇
人

（
新
）野
本
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー

高
坂
丘
陵
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー

東
松
山
市
松
風
台
八
番
地
二

（
旧
）東
松
山
市

教
育
長

一
〇
〇
人

（
新
）東
松
山
市

長

平
野
市
民
活
動
セ

ン
タ
ー

東
松
山
市
大
字
東
平
五
六
七
番

地
一

（
旧
）東
松
山
市

教
育
長

一
〇
〇
人

（
新
）東
松
山
市

長

高
坂
市
民
活
動
セ

ン
タ
ー

東
松
山
市
大
字
宮
鼻
八
六
〇
番

地
二

（
旧
）東
松
山
市

教
育
長

二
〇
〇
人

（
新
）東
松
山
市

長

大
岡
市
民
活
動
セ

ン
タ
ー

東
松
山
市
大
字
大
谷
三
四
〇
〇

番
地
一
〇

（
旧
）東
松
山
市

教
育
長

一
〇
〇
人

（
新
）東
松
山
市

長

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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